
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

このたび、保土ケ谷区とほどがやキャラバン（キッチンカー商店会）（区内のキッチンカ

―で構成された移動型商店会）は、令和８年２月26日付で災害時のキッチンカーによる炊

き出し等の実施に関する協定を締結します。 

本協定は、横浜市地震防災戦略に基づき、災害時における避難者への炊き出し等を実施

することにより、温かい食事を提供し、避難所の環境改善を目的とした協定です。 

 

１ 協定について  

(1) 協定の名称 
   「保土ケ谷区における災害時のキッチンカーによる炊き出し等の実施に関する協定」 

(2) 協定の概要 

  災害時、保土ケ谷区からの要請に基づき、ほどがやキャラバン（キッチンカー商店

会）に登録している事業者により、炊き出し等の協力を行っていただくために必要な

事項を定めた協定です。 

 (3) 協力の内容 
大規模災害時に地域防災拠点、または、指定緊急避難場所等の保土ケ谷区が指定す

る場所で、炊き出し等の支援を受けます。 

 (4) 協定締結者 

ほどがやキャラバン（キッチンカー商店会）会長 山内 誠 (やまうち まこと) 

  

 

 

２ 協定締結式について 

 (1) 実施日時 

   令和８年２月26日(木) 10時00分～11時00分 

 (2) 場所 

   保土ケ谷区役所 ２階 区長室 

 (3) 取材申込 
協定締結式当日の取材をご希望の方は、令和８年２月25日（水）17時までに下記お 

問合せ先へご連絡ください。一般の方はご参加いただけませんので、ご了承くださ 
い。 

お問合せ先 

保土ケ谷区総務課長 近藤 友和 TEL 045-334-6202 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令和８年２月 18 日 
保土ケ谷区総務課 

キッチンカーによる温かい食事提供で避難所環境を支援します

～保土ケ谷区とほどがやキャラバンが災害時炊き出し協定を締結～ 

≪協力店舗用マグネットシート≫ 


